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POINT 1

2023年度税制改正大綱公表にお
いてグローバル・ミニマム課税制度
の導入決定

国際課税制度の見直しに係る国際合
意に従って、2023年度税制改正におい
てグローバル・ミニマム課税制度（国際
最低税額に対する法人税課税制度）
が導入される。同制度は、2024年 4月
1日以後に開始する会計年度から適用
開始される。

POINT 2

グローバル・ミニマム課税制度にお
ける実効税率 （ETR）の計算は非
常に複雑。タイムリーに情報を収
集し、税額計算ができるかが課題
となる

OECD（経済協力開発機構）のモデル
ルールにおける実効税率（ETR）の計算
は非常に複雑である。膨大な海外子
会社の情報 をタイムリーに入手する必
要があることから、財務会計ならびに税
務上、これらの情報を精査して適正な
税額計算が可能となるグローバル税務
ガバナンス体制を構築することが肝要。

POINT 3

グローバル税務ガバナンス体制
構築に最適なKPMG Digital 
Gateway

本社主導で経営判断の基礎となる
海外子会社の税務情報をいかにして
タイムリーに入手できるかがグローバ
ル税務ガバナンス体制を構築するう
えでのポイントとなる。「KPMG Digital 

Gateway」は、その司令塔的な役割を
担う、グローバル税務プロジェクト・マ
ネジメント×テクノロジーのプロフェッ
ショナルが提供する税務アウトソーシ
ング・ソリューションである。
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022年12月16日、令和５年度税制改正の大綱 （以下、「2023年
度税制改正大綱」という）が公表されました（2022年12月16日政

府与党決定、12月23日閣議決定）。2023年度税制改正大綱には、日系
企業に大きな影響を及ぼす改正項目が数多くありますが、なかでもグロー
バル・ミニマム課税制度（国際最低税額に対する法人税課税制度）は特に
日系企業にもたらす影響が甚大です。また、同制度の国内法制化は財務・
経理・税務部門の在り方にも大きな変革をもたらします。関連各部門の密
なる連携や海外拠点を巻き込んだグループ全体のガバナンス体制の構築
が喫緊の課題となり、企業統治を監督していく見地からも重要な影響を
受けることでしょう。日系大手企業においては、同制度の国内法制化に対
応し得るコーポレートガバナンス体制の構築に着手することが肝要です。
本稿では、日系企業に大きく影響すると考えられる国際課税に関する法
人税改正項目として「国際最低税額に対する法人税課税制度」について解
説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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Ⅰ

2023年度税制改正大綱で 
グローバル・ミニマム課税 
制度導入が決定

連結総収入金額が7億5,000万ユーロ相
当額（約1,000億円）以上である日系企業
は、2024年4月1日以後に開始する会計年
度より、国際最低税額に対する法人税の
課税を受けます。

（1）  グローバル・ミニマム課税制度 
とは

2022年12月16日、2023年度税制改正大
綱が公表され、グローバル・ミニマム課税
制度（以下、「国際最低税額に対する法人
税課税制度」という）が創設されました。
国際最低課税額に対する法人税とは、

軽課税国に所在する海外子会社等に係
る所得について、国別実効税率（ETR）と
合意された基準税率15％の差分を、日本
で法人税および地方法人税として課税を
行うというルールです。ただし、所得合算
ルールは、法人住民税・法人事業税（特
別法人事業税を含む）の対象外となります
（図表1参照）。
この「国際最低税額に対する法人課税

制度」の国内法制化は、日系企業にもたら
す影響が甚大です。

（2） 適用対象となる日系企業
適用対象となる日系企業は、企業グ

ループに属する会社等の所在地国が 2以
上ある場合の多国籍企業グループのうち、
各対象会計年度の直前4対象会計年度の
うち2以上の対象会計年度の総収入金額
が7億5,0 0 0万ユーロ相当額（約1,0 0 0億
円）以上である企業グループです。

（3） 適用開始となる会計年度
適用開始となる会計年度は、2 0 24年 4

月1日以後に開始する会計年度です。

（4） 納税義務者
納税義務者は、特定多国籍企業グルー

プ等に属する親会社にあたる内国法人（日
系企業）です。また、適用対象となる海外
子会社は、最終親会社の連結財務諸表上
の連結子会社です（非連結子会社・支店
等を含む）。

（5） 軽課税国かどうかの判断基準
軽課税国かどうかの判断基準は、基準

税率が15％未満かどうかです。そのため、

実効税率は国・地域別に計算します（図
表2参照）。ただし、同じ国・地域に複数事
業体がある場合には、分子も分母も合計
額となります。
国別グループ純所得の金額とは、その

国・地域に所在するすべての構成会社等に
係る個別計算所得金額の合計額から、そ
の国・地域に所在するすべての構成会社等
に係る個別計算損失金額を控除した残額
を言います。

2023年度税制改正大綱においては、国
別グループ純所得の金額および調整後対
象租税額の計算の詳細は示されておらず、
今後交付される政省令において明らかと
なる見込みです。そのため、本枠内ではモ
デルルールを参照、記載しています。

（6） 国・地域別の実効税率の計算
「国際最低税額に対する法人税課税制
度」における税金計算は非常に複雑です。
軽課税国かどうかを判定するにあたり、
国・地域別に実効税率を計算する必要が
あるからです。具体的には、連結会計パッ
ケージに含まれる財務情報のほか、海外
子会社から今後法令で要求されるさまざ
まな情報を迅速に収集し、各要素の調整
計算を行ったうえで、国・地域ごとに合計

※IIR：所得合算ルール
出所：KPMG作成

図表1 国際最低税額に対する法人税課税制度

• 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内
国法人が納税義務者

• 最終親会社の連結財務諸表上の連結子会社が適用対象
（非連結子会社・支店等を含む）

• 国・地域別に実効税率を計算

• 軽課税かどうかの判断は基準税率15％未満かどうか

• 軽課税国の所得計算では実質ベースの所得除外規定あり

軽課税国に所在する海外子会社等に係る所得について国別実効税率と合意された基準税率15％の差分を、日本で法人税および地方法人税として
課税を行うルールです。所得合算ルールは、法人住民税・法人事業税（特別法人事業税を含む）の対象外となります。
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して実効税率の分子分母に当てはめてい
きます。これでようやく1ヵ国・地域のGloBE

（Global Anti-Base Erosion）ルールによる
税金計算が可能になります（図表3参照）。
さらに、国・地域ごとに同じ調整計算を行
い、正確に税額の計算をします（図表4参
照）。
また、上記国・地域別の実効税率の計

算を行う時期についてですが、財務会計
上、四半期および半期を含む決算時期に
おいて対象となる海外子会社が所在する
すべての国・地域の実効税率を正確に計

算して法人税を把握する必要があるため、
非常に限定された期間で対応する必要が
あると考えられます（図表５参照）。

Ⅱ

セーフハーバーの概要

2022年12月20日、OECDは企業の事務
負担を軽減することを目的とするセーフ
ハーバーを公表しました。

（1） セーフハーバーとは
OECDより企業の事務負担を軽減するこ

とを目的としたセーフハーバーが公表され
ました。セーフハーバーは、「移行期にお
けるセーフハーバー」と「恒久的セーフハー
バー」の2種類が存在します。
それぞれのセーフハーバーは、ともに以

下の 3つのテストから構成されています。
各国・地域において以下のテストのうち
いずれか1つでも充足すればその国・地域
においてセーフハーバーが適用されるとい
う点で、両セーフハーバーに差異はありま 

せん。
① デミニマステスト：収益・利益の規模に
基づいて判定

② 簡易ETRテスト：簡易的に計算したETR

に基づいて判定
③ 通常利益テスト：利益がカーブアウト額
を超過するか否かで判定

（2） 移行期におけるセーフハーバー
移行期におけるセーフハーバーは、2026

年12月31日以前に開始する会計年度にの
み適用されます。ただし、2028年6月30日
より後に終了する会計年度は含まれませ
ん。したがって、たとえば 3月決算の日系
企業の場合は25年3月期、26年3月期、27

年3月期に、12月決算の日系企業の場合は
25年12月期、26年12月期に適用されるこ
とが想定されます。移行期においては移
行期におけるセーフハーバーと恒久的セー
フハーバーの双方から選択適用すること
が可能ですが、各テストいずれの場合に
おいても移行期におけるセーフハーバーの
方が有利と考えられます（図表6参照）。

（3） 両セーフハーバーの違い
移行期におけるセーフハーバーと恒久的

セーフハーバーは、次の点で大きく異なり
ます。移行期におけるセーフハーバーでは
主として適格国別報告書および適格財務
諸表に基づく財務数値を用いますが、恒
久的セーフハーバーではOECDから公表さ
れたアドミニストレーションガイダンスの
計算方法に基づく数値を原則的に用いま出所：KPMG作成

図表3 実効税率の計算　各調整項目のイメージ

各子会社の連結情報を単純合算するのではなく、法令で要求される詳細な税金計算項目を切り
出し、各要素の調整計算を行った上で、国・地域ごとに合計して、ETRの分子分母に当てはめてい
きます。

これでようやく1ヵ国・地域の
GloBEルール税金計算が可能に

出所：KPMG作成

図表2 国別実効税率の計算方法

実効税率は国・地域ごとに計算します。同じ国・地域に複数事業体がある場合、分子も分母も合
計額となる。

1）財務会計上の当期税金費用 
2）+/-  一時差異等の調整 

3）+/-  CFC税、分配税等の
　配分
4）+/-  申告後の一定の調整

1）財務会計上の純利益・損失  
2）+/-  法令で要求される調整
3）+/-  恒久的施設、フロー・
　スルー事業体等への配分

国別調整後
対象租税額
Adjusted 

Covered Taxes 

国別グループ
純所得の金額

国別
実効税率

Net GloBE 
Income
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す（図表7参照）。
なお、このセーフハーバーは今後交付さ

れる政省令において内容が明らかにされ
る見込みです。

Ⅲ

グローバル税務ガバナンス体
制構築の必要性

上述のとおり、2023年度税制改正にお
いて「国際最低税額に対する法人税課税
制度」が法制化し、2024年4月1日以後に
開始する対象会計年度から適用開始とな

ります。同制度の導入は日系多国籍企業
の連結ベースの最終利益を変動させるも
のであることから、税務担当者だけでな
く、企業経営にとって非常に重要なCFOア
ジェンダと考えます。
今後、「国際最低税額に対する法人税

課税制度」に関連して、連年の税制改正に
よりグローバルに展開する日系企業には
グループ全体のビジネスモデルや利益配
分を各国および日本の税務当局に報告す
ることが義務付けられます。そのため、こ
れまで以上に税務に関する強固なコーポ
レートガバナンス体制を構築する必要があ

ります。新制度は非常に複雑で、しかも適
用開始まで1年3ヵ月と、期間に猶予があり
ません。また、財務・経理・税務部門の在
り方にも大きな変革をもたらすことが考え
られることから、各関連部門と海外拠点
を含むグループ全体の密なる連携体制の
構築も必要です。
それでは、「国際最低法人税額に対す

る法人税課税制度」の導入に際してグロー
バル税務ガバナンス体制を構築するため
にはどうしたらいいのでしょうか。それは、
各国の税制改正、税務調査の動向、海外
子会社の税務コンプライアンスの状況お

出所：KPMG作成

図表4 実効税率の計算　国・地域別計算

更に、国・地域ごとに同じ調整計算を行い、正確に税額の計算をしなければなりません。

出所：KPMG作成

図表5 国際最低税額に対する法人税計算のタイムライン

3月31日
決算日

4月X日
決算数値確定日

4月X日＋XX営業日
締切

財務会計上、四半期および半期を含む決算時期において対象となる海外子会社が所在するすべての国・地域の実効税率を正確に計算して法人税
を把握する必要があります。

この期間内に法人税額の
見積を実施する必要があります



© 2023 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.5    KPMG Insight Vol.59

BEPS2.0国内法制化と日系企業への影響Tax

よび税務ポジションなどの税務情報を一
元管理する税務情報インフラを本社主導
で構築することです。

Ⅳ

国際最低税額に対する 
法人税課税制度に対応する 
ソリューションとしての
KPMG Digital Gateway

前述したように、本社主導で経営判断

の基礎となる海外子会社の税務情報をい
かにしてタイムリーに入手できるかが、日
系多国籍企業がグローバル税務ガバナン
ス体制を構築するうえでのポイントとなり
ます。しかしながら、「国際最低額に対
する法人税課税制度」に対応するための
グローバル税務ガバナンスを1から構築す

図表7 両セーフハーバーの比較

移行期におけるセーフハーバーと、恒久的セーフハーバーの主たる相違点は以下のとおりです。

項目 移行期におけるセーフハーバー 恒久的セーフハーバー

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
判
定

デミニマステスト

各国・地域において、適格CbCRで報告された単年度
の総収入が10百万ユーロ未満および税引前利益（損
失）が1百万ユーロ未満の場合に適用。

各国・地域において、簡易収入計算および簡易所得計
算に基づいて算定されたGloBE平均※収入が1 0百万
ユーロ未満およびGloBE平均※所得が1百万ユーロ未
満（損失の場合を含む）の場合に適用。

簡易ETRテスト
適格財務諸表の当期税金費用等に一定の調整を加え
た簡易対象税金を適格CbCRの税引前利益（損失）で
除した割合が、移行税率以上である場合に適用。

簡易所得計算および簡易税額計算に基づいて計算し
たETRが、15%以上である場合に適用。

通常利益テスト
実質ベースの所得除外額が適格CbCRの税引前利益を
上回る場合に適用（実質ベースの所得除外額はGloBE
モデルルールに基づく計算）。

実質ベースの所得除外額が簡易所得計算による所得
を上回る場合に適用（実質ベースの所得除外額は
GloBEモデルルールに基づく計算）。

当年度追加 
トップアップ税

移行期におけるセーフハーバーの適用を受ける場合、
当年度追加トップアップ税は課税されない。

恒久的セーフハーバーの適用を受けても、当年度追加
トップアップ税の課税は免れない。

※モデルルール5.5に基づき、当会計年度および前会計年度・前々会計年度の3会計年度の平均値を用いるものと考えられる。
出所：KPMG作成

01 02 03

図表6 移行期におけるセーフハーバー

• 各国・地域において総収入金額が10
百万ユーロ未満および税引前利益
（損失）が1百万ユーロ未満の場合に

充足する。これらの金額はその会計年
度の適格CbCRにて報告されている
必要がある。

• このテストは、GloBEモデル―ルール
のデミニマス基準に類似するが、デミ
ニマス基準に適用される3年間の平
均ではなく、単年度に適用される。

• 各国・地域の簡易ETRは、以下のよう
に算出し、これが移行税率以上であ
る場合に充足する。 

• 簡易対象税金は、適格財務諸表の当
期税金費用、繰延税金費用に一定の
調整を加えて算定する。

• 移行期間ごとに定められる税率（移
行税率）は以下のとおりである。 

• 各国・地域の実質ベースの所得除外
額が、適格CbCRの税引前利益を上
回る場合に充足する。

• 適格CbCRの税引前利益がゼロ以下
（損失）である場合に適用される。

• 実質ベースの所得除外額は、GloBE

モデルルールにおける給与費用およ
び有形資産の帳簿価額に基づいて算
出され、簡便的に計算することはでき
ない。 

通常利益
テスト

簡易ETR
テスト

簡易ETR =
簡易対象税金

2024年度

15％

2025年度

16％

2026年度

16％

税引前利益（損失）

デミニマス
テスト

出所：KPMG 作成

※CbCR：適格国別報告書
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るには資金も必要ですし、時間もかかり 

ます。
そこで、グローバル税務プロジェクト・

マネジメント×テクノロジーのプロフェッ
ショナルチームであるKPMGのグローバ
ル・コンプライアンス・マネジメントサー
ビス（GCMS）が開発した「KPMG Digital 

Gateway」をご紹介します。KPMG Digital 

Gatewayはグローバルに展開する日系企
業が利用可能な税務管理用ツールとして
リリースされた統合プラットフォームで、グ
ローバル税務ガバナンス体制の司令塔的
な役割を担います（図表8参照）。

KPMG Digital Gatewayのクライアント
専用サイトを通じて、海外子会社の税務
担当者ならびにKPMGの世界中の税務プ
ロフェショナルと協働することで、日系
企業は税務先進企業のベストプラクティ
スに基づく最適化されたグローバル税務
ガバナンスを構築することが可能となり 

ます。

図表8 KPMG Digital Gateway による国際最低額に対する法人税計算結果のイメージ

地域別
トップアップ税

シナリオごとの
試算結果

出所：KPMG作成

関連情報

ウェブサイトでは、税務に関するさまざまな最新情
報を紹介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2016/05/tax.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG税理士法人
Clients & Markets担当
FinTech ファイナンス＆テクノロジー
小出一成／パートナー　

 03-6229-8039
 Kazushige.koide@jp.kpmg.com

ICT インターナショナル 
コーポレートタックス
福田隆／パートナー　

 takashi.t.fukuda@jp.kpmg.com
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